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浅口医師会での取り組みについて

 浅口医師会理事　柚　木　　　昌

　地域包括支援センター協議会に参加して、在宅での民生委員の熱い取り組みとそれに市と
他職種のスタッフとの連携を聞くにつれて、我々医療関係者の関わりも密にならなくてはな
らないと感じる。今、行われている連携の状況をお知らせします。
　今年も「浅口の医療と介護を考える会」は継続して定期的な勉強会を開催している。演者
は毎回、医師会のメンバーが交代で行っている。また、浅口市長と里庄町長の同席のもと市
と町の職員と医療・介護施設のスタッフの集まりがあり、大いに親睦を深めた。同時にこの
席で、ACPについてのカードを用いての終末期の各自の考え方なども話し合えたことは、意
味があることであった。さらにACPについては、医療機関では勉強会ももたれ、他の医療機
関や施設での取り組みを見る機会も得られた。今後、各医療機関や施設でのACPについての
理解が進むと思われる。病院での退院時の在宅支援のためのカンファレンスもうまく機能し、
在宅でのご本人と介護者のご家族と介護サービス担当者とのカンファレンスも機能し、安心
して在宅療養が送れるような支援も充実してきていると思われる。また、看取りのケースも
話し合われ、在宅や施設での看取りのあり方についても合意形成がなされてから退院となっ
ている。
　さて、医療関係での連携として、医師と歯科医との連携は、すでに糖尿病で見られている。
糖尿病の発症、増悪についての歯周病の重要性について歯科医から度々の情報提供を受けて
いた。また、在宅医療や高齢者の健康管理での口腔ケアの重要性の報告も熱く伝わってきて
いる。しかし公な部分で医師会と歯科医師会との連携は今までなかった。今年10月30日に「浅
口医科歯科連携の会」が開かれ、個々の間での連携はあったが、今後さらに密な関係がしや
すい環境ができたことは意味があると思われる。今後も定期的な会合を設けながら医師会と
しては口腔ケアの充実に向けて、強い絆を歯科医会と持っていくことが大切と思われる。
　医師会と学校保健との関係では、食物アレルギーについて、定期的な講演会やアレルギー
を持つ学生のご家族との懇談会で、その不安の解消や対策などの個々のケースでの対応につ
いての相談にのることなども医師会として大切な継続事業として行っている。毎回、熱心な
ご家族とのコミュニケーションをはかりながら、具体的な勉強会をしている。また、年１回
はアレルギー専門医を招聘して、市民や医療機関、施設のスタッフなどへの講演会も催され
ている。施設でのアレルギー問題にも情報提供となり介護者の知識を深め、エビペンも含め、
対策に寄与していると思われる。補助金も利用して今後も継続予定である。
　認知症については、認知症専門の医療機関である、きのこエスポアール病院やももの里病
院などに紹介や相談をしながら、外来（在宅療養－訪問診察）や入院対応も行っている。認
知症初期集中支援チームに参加しうる研修を受けた医師が今年で４人となったが、チームを
立ち上げるケースは少ない。認知症で問題なケースはチームを立ち上げる前に認知症専門病
院とケアマネなどが連携して、治療などへの取り組みがスムーズになされているためと思わ
れる。医師会のメンバーはどなたも認知症についてはよく理解されており、多職種の方々と
も上手く連携をとりながら、問題を解決されているようだ。
　在宅医療については、医療機関同士の連携は、一部は医院同士で不在時の連携と在宅支援
病院との連携を通し在宅療養を支援している。最近は在宅（施設内）での看取りケースが増
えていると思われる。
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他科の先生に
知って欲しい 内科編⑦

かかりつけ医と心不全

 氏平医院　氏　平　　　徹

　高齢社会となり、外来で動悸や胸苦しさを訴える患者さんや心臓病で入退
院を繰り返す患者さん、看取りの患者さんなど、心不全の患者さんを診察す
る機会が増えているのではないでしょうか。自覚症状がはっきりしなくても
BNPをはじめとする検査により心不全の存在診断は容易になりました。高血
圧症や高脂血症だけでなく呼吸器病や腎臓病など慢性疾患の経過中に心不全
を発症する患者さんは多く、また、整形外科や眼科など他疾患の治療や検査
に際して心不全が問題になることもあり、循環器専門医の診察を待つまでも

なく、対応を迫られることも多くなったようです。
　一方で、救急搬送される急性期病院での心不全の治療は目覚ましく発展しました。集中治療室
で行われる利尿剤や強心剤の点滴、補助換気療法、さらには補助循環装置の導入など、必要があ
れば高齢者であっても、とりあえず、心不全の急性期を乗り切るチャンスが増えています。
　しかし、心不全は治りきる病気ではありません。2017年10月には日本循環器学会と日本心不全
学会が、一般市民向けに心不全の定義を発表しました。『心不全とは、心臓が悪いために、息切
れやむくみが起こり、だんだん悪くなり、生命を縮める病気です。』
　過労、塩分や水分の摂りすぎ、風邪、ストレスや、薬の飲み忘れなどにより心不全の症状が悪化、
あるいは再発することもあります。そして、安静、治療の適切化によって、心不全の症状は再度
改善します。しかし、このような、悪化と改善を繰り返しながら進行して行くのが心不全です。
　患者さんに心不全と説明しても、「私は心臓に病気はないから大丈夫」と思う方も多いようです。
先の学会が発表した定義の後半には下記の説明があります。
　「心臓が悪くならないようにする予防には、心臓の働きを悪くさせる要因を除くことが必要で
す。つまり、高血圧、糖尿病、脂質異常症（コレステロール等が高い病気）、肥満を未然に防ぐ
ことです。そのためには、禁煙、減塩、節酒、適度な運動が重要です。そして、心臓が悪くなり
かけていることに早く気付き、医療機関を受診し、上記の生活習慣の改善に加えて、適切な薬物
治療をすることにより心不全の発症や悪化を防ぐことができます。」
　我々かかりつけ医は、common diseaseとなった心不全にも注目しながら診療を続けたいと思い
ますし、患者さんには健康寿命延伸のために、心不全と上手に付き合っていただきたいと思います。


